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☆社会変革を興すIoT・AIと知的財産　−第３回−
　IoTデータは知的財産法でどこまで保護できるのか ⑴

１．まえがき

　あらゆる物をインターネットで接続する多種多
様な技術を総称してIoTと呼ぶ。近年、多くの企業
でIoTやAIを用いたIoT関連ビジネスの開拓が進ん
でいる。IoT関連ビジネスに参入する企業にとって、

自社で製造販売あるいは運用するシステムで伝送・
蓄積されるデータそのものが収益の源泉である為、
取り扱うデータが知的財産法でどのように保護され
るかは大きな関心事である。設備投資したシステム
で生成、蓄積、解析したデータ（以下、IoTデータ）
を、第三者に適法にデッドコピーされてしまっては、
事業が成り立たないからである。
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　IoTデータの保護が期待できる知的財産法を列記
すると、特許法、著作権法、不正競争防止法等を挙
げることができる。しかし、特許法や著作権法を代
表とする知的財産法は、いずれも発明した「物」や、
人が創作した著作物（コンテンツ）の保護、すなわち、
人の創作物を保護する思想に基づいている。一方で、
IoTデータは、自然界・生体のセンサによる計測値
や人間の経済・医療・金融・ネットワーク上等の収
集によって発生し、大量に集められ、半機械的に変
換等の加工を施されて付加価値を獲得した、「情報
資産」であって、全てが人の創作性を前提として定
義される「知的財産」であるとは限らない。従って、
企業等が保有するIoTデータを、知的財産法等で適
切な保護を図る為には、IoTデータの特徴・態様を
知的財産権等の規定や解釈に照らし合わせて、どの
ような配慮・工夫をすれば、どのような範囲で保護
が可能か明確にしておくことが急務である。また、
IoTデータの利用許諾をビジネスとする場合、デー
タ提供者はデータ利用者との契約で、IoTデータ利
用者の利用をどのように制限するかも重要な課題で
ある。
　そこで、本稿では、IoTとAIを組み合わせたIoT/
AIシステムをモデル化し、モデルをベースに仮想事
例を設定し、仮想事例に登場するデータを分類した
上で、特許権法、著作権法等の規定とその解釈およ
び判例をあてはめた。その上で、IoTデータの保有
者は、著者の分類したIoTデータをどのように、ま
たどの程度、保護できるか考察した。なお、本稿は、
明示した記載を除き、日本の法律諸制度を対象とし
て考察した。

２．調査検討の動向

　ソフトウェア特許発明の一つとして「データ構造」特
許の登録状況を調査した報告が幾つか存在するが１,２、
IoTデータの知的財産法での保護（発明該当性）を
直接かつ包括的に考察した研究は確認されていな
い。知財戦略本部３は2015年からAIの生成物や３D
データ等の適切な保護の検討に着手している。ま
た、2016年から特許庁は、特許・実用新案審査ハン
ドブックを改訂して、IoTデータ関連技術の審査の

考え方と特許事例の説明の拡充を図っている（以下、
特許・実用新案審査基準と特許・実用新案審査ハン
ドブックを総称して特許法審査基準等と呼ぶ）。４

３．IoT/AIシステムのモデル化とデータ
の分類

（１）　定義

利用するアルゴリズムに制限することなく、大
量のデータに基づく学習によって性能を向上させ
る情報処理装置をAI装置と定義する。

IoTにAI装置を組み合わせたシステムを IoT/
AIシステムと定義する。

IoT/AIシステムで取り扱うデータをIoTデータ
と定義する。

（２）　モデル化

IoT/AIデータの知的財産法による保護を検討
するにあたって、次のとおりIoT/AIシステムをモ
デル化する。

IoT/AIシステムのモデル（図１）は、複数のセ
ンサ等のデバイスで測定したローデータが学習用
データセット生成装置に収集される。学習用デー
タセットは教師データと呼ばれることもある。学
習用データセット生成装置は、ローデータを整
形等し、SNS等で収集したデータを組み合わせて、
後段のAI装置の学習の為の学習用データセットを
生成し、記憶装置に格納する。AI装置では記憶装
置に格納された学習用データセットを読みだして
学習を行い、学習の過程の中でAIパラメータデー
タを更新して記憶装置に格納する。 

学習完了後のAI装置は所定の判断を求める依頼
等をAI装置入力データとして入力し、記憶装置か
らAIパラメータデータを読みだして判断等の処理
を実行し、判断等結果のAI装置出力を端末へ送信
する。学習によるAI処理の性能向上とはAI装置
が更新するAIパラメータデータの性能向上に他な
らない。なお、AI装置への入力信号を利用して学
習を行う「オンライン学習」等も知られているが、
本稿では分析の明確化のため、学習完了後に判断
処理を行うとした。


